
地デジ難視対策衛星放送	
 個人情報管理規程 
 
 
	
 社団法人デジタル放送推進協会（以下「本協会」という。）は、本協会が保有する個人情報に関し

て、利用目的及び利用者が本協会に行う各種求めに関する手続き又は苦情処理の手続き、その他の取

扱いについて必要な事項をこの個人情報管理規程（以下「本規程」という。）に定めます。 
	
 本規程でいう「利用者」とは、地デジ難視対策衛星放送を利用する者をいい、申込みをする者又は

利用を終了した者を含みます。 
 
 
１．利用目的等 
本協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、利用者個人情報を取り扱うとともに、保有す

る利用者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 
 
(1) 利用目的 
	
 本協会は、次に掲げる目的で、個人情報を取り扱います。 
	
 ①	
 地デジ難視対策衛星放送の利用の決定及び継続に関すること 
	
 ②	
 地デジ難視対策衛星放送の提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること 
	
 ③	
 Ｂ‐ＣＡＳカードユーザー登録 
	
 ④	
 利用者に対する通知、連絡 
	
 ⑤	
 利用者からの問合せ、苦情等に対する応対 
	
 ⑥	
 地デジ難視対策衛星放送の向上を目的とした視聴者調査 
	
 ⑦	
 受信設備の設置及びアフターサービス 
	
 ⑧	
 地デジ難視対策衛星放送の視聴状況等に関する各種統計処理 
	
 ⑨	
 地デジ難視対策衛星放送の提供に関連しての第三者への提供 
 
(2) 上記の利用目的外の利用 
	
 本協会は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ利用者の同意を得ないで、(1)に規定する利用目的を
超えて、利用者個人情報を取り扱うことはありません。 
	
 ①	
 法令に基づく場合 
	
 ②	
 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが

困難であるとき。 
	
 ③	
 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の

同意を得ることが困難であるとき。 
	
 ④	
 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 
 
(3) 第三者への提供 
	
 本協会は、保有する利用者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することは

ありません。 
	
 ①	
 利用者が書面等により同意した場合 
	
 ②	
 利用者の求めに応じて当該利用者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、利

用目的等をあらかじめ利用者に通知し、又は本規程に定めて利用者が容易に知り得る状態におい



たとき 
	
 ③	
 地デジ難視対策衛星放送の利用（以下「放送利用」という。）の申込みが行われた際に、Ｂ‐

ＣＡＳ社が行うＢ‐ＣＡＳカードユーザー登録に必要な限度で利用者個人情報をＢ‐ＣＡＳ社

に提供する場合（これらの利用者個人情報の変更が生じた場合に本協会からＢ‐ＣＡＳ社へ連絡

して登録情報の修正を行う場合を含む。）、並びに利用者からＢ‐ＣＡＳカードの紛失等の連絡、

交換依頼等を受けた際に本協会がＢ‐ＣＡＳ社に対して必要な連絡を行う場合 
	
 ④	
 放送利用の申込みが行われ、受信設備整備支援を行う際に必要な取付け工事等を行う場合にお

いて、当該工事を行う者に対して、受信設備整備支援の業務を円滑に行うために必要な限度で利

用者個人情報を提供する場合 
	
 ⑤	
 本協会が利用申込者の放送利用を決定した後、総務省地デジチューナー支援実施センターが行

う支援の対象者の資格要件を確認するために必要な限度で利用者個人情報を総務省地デジチュ

ーナー支援実施センターに提供する場合 
	
 ⑥	
 本協会が利用申込者の放送利用を決定した後、ＮＨＫが行う放送受信契約の確認及び案内のた

めに必要な限度で利用者個人情報（本号においては、非世帯施設に関する情報を含む。）をＮＨ

Ｋに提供する場合（これらの利用者個人情報の変更が生じた場合に本協会からＮＨＫへ連絡して

登録情報の修正を行う場合を含む。）。この場合において、ＮＨＫは当該利用者個人情報をＮＨＫ

個人情報保護規程に則って適正に取り扱うものとします。 
 
(4) 利用者個人情報の取扱いの委託 
	
 本協会は、利用者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。 
	
 本協会は、委託先との間で、利用者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必

要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行いま

す。委託先が利用者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、委託先と同様の措置を

講じます。 
 
 
２．利用目的の通知・開示・利用停止 
 
(1) 利用目的の通知 
	
 本協会は、利用者から、本協会が保有する利用者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、

利用者に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を利用者が知り得る状態においてある

とき、又は利用者に通知することにより次に掲げるいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利

用目的を通知しない場合はその旨を利用者に対して通知します。 
	
 ①	
 利用者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
	
 ②	
 本協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 
	
 ③	
 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があっ

て、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
 
(2) 利用者による開示の求め 
	
 利用者は、本協会に対し、本協会が保有する利用者に係る利用者個人情報の開示（利用者個人情報

が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。）の求めを行うことができます。 
	
 本協会は、開示の求めを受けたときは、遅滞なく文書により（利用者が他の方法を希望する場合を

除きます。以下同じ。）当該情報を開示します。ただし、開示することにより次に掲げるいずれかに該

当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。 



	
 本協会は、利用者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、利用者に対し、遅滞なく、

文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。 
	
 ①	
 利用者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
	
 ②	
 本協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
	
 ③	
 他の法令に違反することとなる場合 
 
(3) 利用者による利用停止等の求め 
	
 利用者は、本協会が保有する自己の利用者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保す

るために、本協会に対し、次に掲げる求めを行うことができます。 
	
 ①	
 利用者個人情報の内容が事実ではないという理由による利用者個人情報の訂正、追加又は削除 
	
 ②	
 利用者個人情報が本規程に違反して取扱われているという理由による利用者個人情報の利用

の停止又は消去 
	
 ③	
 利用者個人情報が本規程に違反して第三者に提供されているという理由による利用者個人情

報の第三者への提供の停止 
	
 本協会は、利用停止等の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じ

ます。 
 
 
３．苦情等の受付窓口 
	
 本協会は、苦情、その他利用者個人情報の取扱いに関する問合せについては、次の窓口において受

け付けます。 
	
 	
 地デジ難視対策衛星放送受付センター 
	
 	
 住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-3-1	
 三菱重工横浜ビル 10階 
	
 	
 電話：045-345-0522（9:00～18:00／土日祝及び年末年始を除く。） 
 
 
４．利用者の求めに係る手数料 
本協会は、下記の手数料を請求します。 

利用者が行う求めの種別 手数料 
利用者個人情報の利用目的通知請求及び開示請求 1,050円（税抜 1,000円） 

 
 
５．保存期間 
	
 本協会は、保有する利用者個人情報の保存期間を下記のとおりに定め、これを超える利用者個人情

報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、

この限りではありません。 
種類 保存期間 

放送利用に係る本協会が保有する利用者個人情報 地デジ難視対策衛星放送の終了まで 
 
 


